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企業行動規範に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（独立役員の確保） 

第６条 上場会社は、一般株主保護のため、独立

役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのな

い社外取締役（会社法第２条第１５号に規定す

る社外取締役であって、会社法施行規則（平成

１８年法務省令第１２号）第２条第３項第５号

に規定する社外役員に該当する者をいう。）又

は社外監査役（会社法第２条第１６号に規定す

る社外監査役であって、会社法施行規則第２条

第３項第５号に規定する社外役員に該当する者

をいう。）をいう。以下同じ。）を１名以上確

保しなければならない。 

２ （略） 

 

（業務の適正を確保するために必要な体制整備）

第９条 上場会社（上場外国会社を除く。）は、

当該上場会社の取締役、執行役又は理事の職務

の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他会社の業務を適正に確保す

るために必要な体制の整備（会社法第３６２条

第４項第６号若しくは同法第４１６条第１項第

１号ホに規定する体制の整備又はこれらに相当

する体制の整備をいう。）を決定するとともに、

当該体制を適切に構築し運用するものとする。

 

（独立役員の構成） 

第１６条の３ 上場会社（上場外国会社を除く。）

は、独立役員に取締役会における議決権を有し

ている者が含まれていることの意義を踏まえ、

独立役員を確保するよう努めるものとする。 

 

（独立役員が機能するための環境整備） 

第１６条の４ 上場会社（上場外国会社を除く。）

（独立役員の確保） 

第６条 上場会社は、一般株主保護のため、独立

役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのな

い社外取締役（会社法第２条第１５号に規定す

る社外取締役であって、会社法施行規則（平成

１８年法務省令第１２号）第２条第３項第５号

に規定する社外役員に該当する者をいう。）又

は社外監査役（会社法第２条第１６号に規定す

る社外監査役であって、会社法施行規則第２条

第３項第５号に規定する社外役員に該当する者

をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）を

１名以上確保しなければならない。 

２ （略） 

 

（業務の適正を確保するために必要な体制整備）

第９条 上場会社（上場外国会社を除く。）は、

当該上場会社の取締役、執行役又は理事の職務

の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他会社の業務を適正に確保す

るために必要な体制の整備（会社法第３６２条

第４項第６号若しくは同法第４１６条第１項第

１号ホに規定する体制の整備又はこれらに相当

する体制の整備をいう。）を決定するものとす

る。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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は、独立役員が期待される役割を果たすための

環境を整備するよう努めるものとする。 

 

（独立役員等に関する情報の提供） 

第１６条の５ 上場会社（上場外国会社を除く。）

は、独立役員に関する情報及び会社法施行規則

第２条第３項第５号に規定する社外役員の独立

性に関する情報を株主総会における議決権行使

に資する方法により株主に提供するよう努める

ものとする。 

 

付  則 

この改正規定は、平成２４年５月１０日から施

行する。 

 

 

 

 

 

（新設） 
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有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１１．の４ 第７条の５(コーポレート・ガバナン

スに関する報告書）関係 

第７条の５に規定する「コーポレート・ガバ

ナンスに関する事項」とは、次の（１）から（６）

までに掲げる事項をいうものとする。 

（１）～（４） （略） 

（５）独立役員（企業行動規範に関する規則第

６条第１項に規定する独立役員をいう。以下

同じ。）の確保の状況（次の a 及びｂに掲げ

る場合に該当するときは、当該 a 及びｂに掲

げる事項を含む。） 

 

ａ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）

から（ｅ）までのいずれかに該当する場合

その旨及びそれを踏まえてもなお独立役

員として指定する理由 

（ａ） 当該会社の親会社又は兄弟会社（当

該会社と同一の親会社を有する他の会社

をいう。）の業務執行者等（業務執行者

（会社法施行規則（平成１８年法務省令

第１２号）第２条第３項第６号に規定す

る業務執行者をいう。以下同じ。）又は

過去に業務執行者であった者をいう。以

下同じ。） 

（ｂ） 当該会社を主要な取引先とする者

若しくはその業務執行者等又は当該会社

の主要な取引先若しくはその業務執行者

等 

（ｃ） 当該会社から役員報酬以外に多額

の金銭その他の財産を得ているコンサル

タント、会計専門家又は法律専門家（当

該財産を得ている者が法人、組合等の団

体である場合は、当該団体に所属する者

１１．の４ 第７条の５(コーポレート・ガバナン

スに関する報告書）関係 

第７条の５に規定する「コーポレート・ガバ

ナンスに関する事項」とは、次の（１）から（６）

までに掲げる事項をいうものとする。 

（１）～（４） （略） 

（５）独立役員（企業行動規範に関する規則第

６条第１項に規定する独立役員をいう。以下

同じ。）の確保の状況（独立役員として指定

する者が、次のａからｅまでのいずれかに該

当する場合は、それを踏まえてもなお独立役

員として指定する理由を含む。） 

ａ 当該会社の親会社又は兄弟会社（当該会

社と同一の親会社を有する他の会社をい

う。）の業務執行者等（業務執行者（会社

法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）

第２条第３項第６号に規定する業務執行者

をいう。以下同じ。）又は過去に業務執行

者であった者をいう。以下同じ。） 

ｂ 当該会社を主要な取引先とする者若しく

はその業務執行者等又は当該会社の主要な

取引先若しくはその業務執行者等 

ｃ 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭

その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家又は法律専門家（当該財産を得

ている者が法人、組合等の団体である場合

は、当該団体に所属する者及び当該団体に

過去に所属していた者をいう。） 

ｄ 当該会社の主要株主（法第１６３条第１

項に規定する主要株主をいい、当該主要株

主が法人である場合には、当該法人の業務

執行者等をいう。） 

ｅ 次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる者（重要
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及び当該団体に過去に所属していた者を

いう。） 

（ｄ） 当該会社の主要株主（法第１６３

条第１項に規定する主要株主をいい、当

該主要株主が法人である場合には、当該

法人の業務執行者等をいう。） 

（ｅ） 次のイ又はロに掲げる者（重要で

ない者を除く。）の近親者（二親等内の

親族をいう。） 

イ （ａ）から前（ｄ）までに掲げる者

ロ 当該会社又はその子会社の業務執行

者等（社外監査役を独立役員として指

定する場合にあっては、業務執行者で

ない取締役若しくは業務執行者でない

取締役であった者又は会計参与（会計

参与が法人であるときはその職務を行

うべき社員を含む。以下同じ。）若し

くは会計参与であった者を含む。） 

ｂ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）

から（ｃ）までのいずれかに該当する場合

その旨及びその概要 

（ａ） 当該会社の取引先又はその業務執行

者等 

（ｂ） 当該会社の業務執行者等が他の会社

の社外役員（会社法施行規則第２条第３項

第５号に規定する社外役員をいう。以下同

じ。）である場合の当該他の会社の業務執

行者等 

（ｃ） 当該会社から寄付を受けている者（当

該寄付を受けている者が法人、組合等の団

体である場合は、業務執行者等又はそれに

相当する者をいう。） 

（６） （略） 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２４年５月１０日から

でない者を除く。）の近親者（二親等内の

親族をいう。） 

（ａ） ａから前ｄまでに掲げる者 

（ｂ） 当該会社又はその子会社の業務執

行者等（社外監査役を独立役員として指

定する場合にあっては、業務執行者でな

い取締役若しくは業務執行者でない取締

役であった者又は会計参与（会計参与が

法人であるときはその職務を行うべき社

員を含む。以下同じ。）若しくは会計参

与であった者を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） （略） 

 



 - 5 -

施行する。 

２ 改正後の１１．の４の規定は、この改正規定

施行の日以後に株券の新規上場を申請する者か

ら適用する。 

３ 上場会社（上場外国会社を除く。）は、改正

後の１１．の４各号に掲げる事項を記載したコ

ーポレート･ガバナンスに関する報告書を、平成

２４年３月３１日以後に終了する事業年度に係

る定時株主総会終了後遅滞なく本所に提出する

ものとする。 

 
 

 

 


